
 

「原子力リサイクルビジネス参入促進事業」新規事業体設立準備委託業務において２

以上の者が共同事業体を結成して、共同で実施しようとする場合に必要な資格を定めた

ので、福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条第１項の規定に基

づき、次のとおり公示する。 

 

 

  令和６年４月３０日 

      福井県知事 杉本 達治 

 

 

１ 一般競争入札に付する業務の名称および数量 

  「原子力リサイクルビジネス参入促進事業」新規事業体設立準備委託業務一式 

 

２ 入札に参加できる共同事業体に必要な資格に関する事項 

⑴この委託業務を共同して実施することを目的として、２以上の構成員により結成さ

れた共同事業体であること。 

⑵この入札に関する業務を行う体制等を有すると認められること。 

⑶共同事業体の構成員は、次に掲げる条件をすべて満たすこと。 

  ア 福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条の規定に基づき

福井県競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者でないこと。 

  ウ 入札の日において現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

  エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き開始の申立て、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申立

ておよび破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てが

なされていないこと。 

  オ 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員または

その支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）

が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

   イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与して

いる者 

   ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

   エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を

供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関



与している者 

   オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者   

 

３ 申請手続および審査結果通知 

入札参加資格の審査を受けようとする者は、次に掲げるところにより申請すること。 

 ⑴ 提出書類  

  ア 入札参加資格確認申請書（様式１） 

  イ 会社概要 

  ウ 業務の実施体制 

  エ 共同事業体参加資格者誓約書（様式２） 

  オ 共同事業体協定書（様式自由） 

 ⑵ 提出期限 

   令和６年５月７日（火）１７時 

 ⑶ 提出方法 

   メールまたは郵送による提出 

 ⑷ 提出先 

   ア メール 

     福井県エネルギー環境部エネルギー課嶺南 Eコースト計画室 

    （energy@pref.fukui.lg.jp） 

   イ 郵送 

     〒９１４－０８１１ 

     福井県敦賀市中央町１－７－４２敦賀合同庁舎別館 2階 

     福井県エネルギー環境部エネルギー課嶺南 Eコースト計画室 

⑸ 審査の結果通知 

  審査の結果は、入札参加資格確認申請書等を提出した者に対し、書面により通知す

る。 


